
 受け入れた寄附金の明細表  第１表付表１（相対値基準・原則用） 

 
１ 基準限度額の計算  

受 入 寄 附 金 総 額 Ⓐ 4,398,000 円 

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 Ⓑ 0 円 

基準限度額（受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 10％相当額（（Ⓐ－Ⓑ）×10％）） Ⓒ 439,800 円 

基準限度額（受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 50％相当額（（Ⓐ－Ⓑ）×50％）） 
Ⓓ 2,199,000 円 

 
２ 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金 

Ⓐのうち寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称） 
及 び そ の 住 所 が 明 ら か で な い 寄 附 金 の 額 

Ⓔ 50,000 円 

 
３ 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附金 

役員の氏名 役職 

① 
 

寄附金額 
 
 

② 
①欄とⒸ（特定公益増進

法人、認定特定非営利活

動法人についてはⒹ）欄

のいずれか少ない金額 

③ 
 

①のうち基準限度超過 
額（①－②） 
 

博多 二郎 理事 
（        ） 

250,000 円 
（        ） 

250,000 円 
（        ） 

0 円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

役員等からの寄附金の額が 20 万円以上

のものの合計額 Ⓕ 
（        ） 

 

250,000 円 

（        ） 

 

250,000 円 

（        ） 

 

0 円 

Ⓕ欄以外の同

一の者からの

寄附金の額が

１千円以上の

ものの合計額 

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人 Ⓖ 
1,000,000 円 1，000，000 円 0 円 

Ⓖ欄以外の者 Ⓗ 
（ 1,000,000 ）  

3,078,000 円 
（439,800 ）  

2,297,400 円 
 （ 560,200 ）  

780,600 円    

同一の者からの寄附金の額が１千円

未満のものの合計額 

Ⓘ （        ）
  

20,000 円   

休眠預金等交付金関係助成金 Ⓙ   
          

   円   

合  計（Ⓕ＋Ⓖ＋Ⓗ＋Ⓘ＋Ⓙ） 
Ⓚ 

（1,000,000） 
       

 4,348,000 円 

 
  

          
Ⓛ 

（ 560,200 ）
  

780,600 円    

（注意事項） 
①～③の各欄の「（ ）」には、遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に

係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者から

贈与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。）により受け入れた寄附金の額を記載してください。 

法人名 特定非営利活動法人 福岡会 実績判定期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日 

実績判定期間の役員等からの寄

附金のうち20万円以上の寄附金

額について明細と合計額を記入

します 

受取寄附金と助成

金（対価性のない

ものに限る）の合

計額と一致 

寄附金名簿の匿名 

寄附金の合計額と 

一致 

 

第１表㋖欄㋜欄の金額及び寄

附者名簿の少額寄附金の合計

額と一致 

各人ごとに計算した寄附金額

と基準限度超過額の合計額を

①③欄に記入し、①欄から③欄

を引いたものを②欄に記入し

ます 

寄附のうち、遺贈に係る金額は

内訳として（ ）に記載します 



「認定基準等チェック表」（第１表 相対値基準・原則用）記載要領 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「総収入金額㋐」欄 

 

 

 

 

 

 活動計算書の経常収益計と経常外収益計の合

計額を記載します。 

 

その他の事業がある場合

には、特定非営利活動に係る

事業と全てのその他の事業

の経常収益計と経常外収益

計の合計額を記載します。 

「国の補助金等の金額㋑」欄 総収入金額のうち、国、地方公共団体、法人

税法別表第１に掲げる独立行政法人、地方独立

行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法

人及び我が国が加盟している国際機関（以下「国

等」といいます。）からの補助金その他国等が反

対給付を受けないで交付するもの（以下「国の

補助金等」といいます。）の金額の合計金額を記

載します。 

「国の補助金等の金額㋡」

欄に金額の記載がある場合

は記入できません。 

「委託の対価としての収入で国等か

ら支払われるものの金額㋒」欄 

 総収入金額のうち、国等からの委託事業費の

合計金額を記載します。 

 

「法律等の規定に基づく事業で、その

対価を国又は地方公共団体が負担す

ることとされている場合の負担金額

㋓」欄 

総収入金額のうち、法律又は政令の規定に基

づき行われる事業でその対価の全部又は一部に

つき、その対価を支払うべき者に代わり国又は

地方公共団体が負担することとされている場合

のその負担部分の合計金額を記載します。 

 

「資産の売却収入で臨時的なものの

金額㋔」欄 

 総収入金額のうち、固定資産や有価証券等の

売却収入額を記載します。 

貸借対照表等において固

定資産として経理している

資産であっても、実質的に販

売用の資産であるものは除

かれます。 

「遺贈により受け入れた寄附金等の

うち基準限度超過額に相当する金額

㋕」～「休眠預金等交付金関係助成金

㋘」、及び「受入寄附金総額㋚」～「休

眠預金等交付金関係助成金㋞」の各欄 

「第１表付表１（相対値基準・原則用）」の各

該当欄の金額を転記します。 

 

「会費収入㋠」欄 「差引金額㋟」欄と「第１表付表２（相対値

基準用）④」欄のうちいずれか少ない金額を記

載します。 

 

「国の補助金等の金額㋡」欄 国の補助金等の金額を算入する場合は、「差引

金額㋟」欄の金額を限度として記載します。 

国の補助金等の金額を算

入するか否かは、法人の選択

となります。 

 
 



受け入れた寄附金の明細表        第１表付表１（次葉） 

 
 
○ 役員からの寄附金の額が２０万円以上のものの合計額 

役員の氏名 役職 

① 
 

寄附金額 
 
 

② 
 

①欄とⒸ欄のいずれか 
少ない金額 
 

③ 
 

①のうち基準限度超過 
額（①－②） 
 

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

合計（又は小計） （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円 

（注意事項） 

 役員からの寄附金の合計額（20万円以上）の記載に当たっては、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに

当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は同一の者とみなして、当該役員の寄附金に含めて記載する必要があります

（第１表付表１（相対値基準・原則用）記載要領「役員の氏名欄」参照）。 

小規模法人における役員からの寄附金の合計額（20 万円以上）の記載に当たっては、当該役員の配偶者等からの寄附金があっても、

当該役員の寄附金に含めて記載する必要はありません（第１表付表１（相対値基準・小規模法人用）記載要領「役員の氏名欄」参照））。 

法人名 特定非営利活動法人 福岡会 実績判定期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日 

第１表付表１の「３」の「役員の氏名」欄に書ききれな

い場合（役員が９名以上の場合）に記載してください 


